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は じ め に 

 

  現在の我が国における少子化の進行は、労働力人口の減少や社会保障負担の増加

など、社会経済全般に構造的変化をもたらすことが予想され、国においては「次世

代育成支援対策推進法」を制定し、計画的な取り組みを推進しています。 

  美馬市では、総合計画において、まちづくりの将来像を「四国のまほろば 美馬

市 －だれもが住みたくなるまちをめざして－」と定め、その実現のために、市民

と行政がともに考え、チャレンジし、活動するという「共創・協働」を基本理念と

して魅力に溢れるまちづくりを進めています。 

  特に、私たちの未来を託す子どもたちの育成は重要課題であり、そのため、子育

て支援を充実して、子育て家庭を応援することを重要施策と位置づけ、平成 17 年

3 月に策定した「美馬市次世代育成支援行動計画（前期計画）」に基づき、様々な

施策を推進してまいりました。 

  このようななかで、より一層の次世代育成支援を推進するため、前期計画を検証

するとともに、新たな子育て支援施策の動向や市民ニーズに即した、平成 22 年度

から平成 26 年度までの 5 年間に集中的に取り組む「美馬市次世代育成支援後期行

動計画」を策定しました。 

  次代を担う子どもが健やかに生まれ育ち、安心して子育てができる環境づくりを

めざして、子育て支援施策を積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

  おわりに、本計画を策定するにあたり、「ニーズ調査」にご協力いただきました

市民の皆様、貴重なご意見・ご提言をいただきました「美馬市次世代育成支援後期

行動計画策定協議会」委員の皆様に心からお礼を申し上げます。 

 

 

平成 22 年 3 月 

 

美馬市長 牧 田   久 
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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の背景と目的                   

わが国では、子どもの数が昭和 48 年の第 2 次ベビーブーム以降今日まで減少の一

途をたどり、平成 17 年には合計特殊出生率（女性が一生の間に生むと考えられる子

どもの数）が 1.26 と過去最低を記録するなど急激な少子化が進んでいます。平成 20

年には 1.37 と少なからず増加していますが、人口を維持するために必要とされてい

る 2.08 と比較すると、依然として少子化が進行しているといえます。 

少子化の流れを変えるために、平成 15 年 7 月に 10 年間の集中的・計画的な取り

組みを促進するための「次世代育成支援対策推進法」が成立し、国、地方公共団体、

301 人以上の企業等が平成 16 年度中に行動計画を策定することが義務づけられまし

た。これを受け、本市でも「美馬市次世代育成支援行動計画（以下「前期計画」とい

う。）」を策定し『すべての市民による子育て家庭と子どものための計画』を基本理念

に各施策の推進に努めているところです。 

平成 21 年度をもって前期計画の計画期間が終了することから、前期計画の検証及

び見直しを行いながら「次世代育成支援後期行動計画（以下「本計画」という。）」の

策定を行います。 
 

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

 平成22年～

子ども・子育て支援プラン

次世代育成支援対策推進法

新しい少子化対策について

少子化社会対策大綱

少子化社会対策基本法

仕事と生活の調和（ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ）憲章
仕事と生活の調和推進のための行動指針

「子どもと家族を応援する日本」重点戦

「新待機児童ゼロ作戦」について

５つの安心プラン

子
育
て
の
社
会
化
と
若
い
世
代
へ
の
支
援

次世代育成支援
行動計画策定（前期）合計特殊出生率

過去最低 1.26

次世代育成支援
行動計画策定（後期）

計画の見直し
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２ 計画の位置づけ                      

本計画は次世代を育む若い世代の支援を含む広い意味での「子育ての社会化」を

めざすものであり、あらゆる行政施策を“子育て・子育て環境”の側面から見直し、

統合した行動計画として、本市の「美馬市総合計画・実施計画」を上位計画とし、

他の関連する計画との整合性を図りながら、次代を担う子ども及びすべての子育て

家庭を総合的・計画的に支援します。 

地
域
福
祉
活
動
計
画
（

社
会

福
祉
協
議
会
）

 　整合性

国、県の
施策の動向

福祉・保健施策

新市まちづくり計画

美馬市総合計画

反映

整合性

そ
の
他
の
ま
ち
づ
く
り
施
策
（

教
育
、

建
設
、

交
通
、

環
境
、

情
報
、

男
女
共
同
参
画
、

防
災
　
等
）

地域福祉計画

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介

護
保
険
事
業
計
画

障
害
者
基
本
計
画
・
障
害
福

祉
計
画

次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画

整合性

健
康
増
進
計
画
（

健
康
み
ま

21

）
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３ 計画期間                         

計画期間は 5 年（5 年ごとの見直し）であり、この間に達成すべき目標事業量、

施策目標など具体的な定量的目標の設定が必要とされています。また、その達成状

況の検証などの評価を行うこととなっています。 
 

平成
17年度

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

次世代育成支援行動計画（前期）

見直し

次世代育成支援行動計画（後期）

ｱﾝｹｰﾄ
調査

 
 

■計画策定と見直しの流れ 

本計画を策定するにあたって、平成 20 年度に実施した「次世代育成支援に関す

るニーズ調査」の結果を踏まえて、地域住民の代表や保健福祉関係者等により構成

される「美馬市次世代育成支援後期行動計画策定協議会」を設置し、幅広い意見の

集約を行うとともに計画に反映させることを目的として、平成 21 年 7 月から平成

22 年 3 月にかけて計 5 回の審議を行いました。 
 

日 程 内 容 

第 1 回 7 月 31 日 

・委嘱状交付 

・計画概要説明 

・アンケート調査結果報告 

・前期計画の状況について 

・今後のスケジュールについて 

第 2 回 9 月 18 日 

・就学前児童数及び幼稚園・保育所の状況について 

・目標事業量の設定について 

・計画に盛り込むべき施策の検討について 

第 3 回 11 月 24 日 ・施策体系・計画の骨子（案）について 

第 4 回 2 月  8 日 ・計画書素案の検討 

第 5 回 3 月 23 日 
・計画書の承認、提出 

・意見交換 
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４ 計画推進の方策                      

本計画の実施にあたっては、計画的に施策を推進していく必要があることから、

以下の 3 つ取り組みによって、計画を実効性のあるものとしていきます。 

 

（１）美馬市次世代育成支援対策地域懇話会 

住民代表や学識経験者、関係機関等で構成する「次世代育成支援対策地域懇話

会」を設置しており、事業の実施状況等の情報交換や計画の推進状況について定

期的にフォローアップを行うとともに、総合的な施策の推進に努めます。 

 

（２）計画の評価 

本計画に基づく事業を円滑に推進していくためには、各課において各施策の進

捗状況の評価（アウトプット評価）を毎年行い、ホームページで公表します。 

 

    ＜アウトプット評価の流れ＞ 

平成２１年度

評
価
・
公
表

平成２２年度

評
価
・
公
表

平成２５年度

評
価
・
公
表

平成２６年度

評
価
・
公
表

評
価
・
公
表

平成２３年度 平成２４年度

評
価
・
公
表

 
 

（３）関係機関との連携 

      子育て支援を総合的に推進するためには、市の関係各課の施策の推進だけで

はなく、住民組織や関係機関等との協働が重要です。 

そこで、子育て支援に関わる住民組織、社会福祉協議会、児童相談所、保健

所等との連携を強化し、効果的な施策の推進に努めます。 
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５ 計画策定におけるポイント               

本計画策定での新たな対策の方向性として、「仕事と生活の調和の実現」と「包

括的な次世代育成支援の枠組みの構築」が求められています。 

 

（１）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現  

近年の長期的な経済の低迷や産業構造の変化による長時間労働や、共働き世帯

の増加、正社員以外の働き方の増加等により、仕事と生活の間で問題を抱える人

が多くみられます。これらの問題が、働く人々の将来への不安や、豊かさが実感

できないなどの大きな要因となり、ひいては社会活力の低下や少子化・人口減少

にまでつながることから、職場、地域を含めた意識改革や働き方の改革が必要で

す。 

 

    ■ワーク・ライフ・バランス憲章■ 

 

 

 

 

 

（２）包括的な次世代育成支援の枠組みの構築 

包括的・体系性（様々な考え方に基づく次世代育成支援策の方策化・体系化）、

普遍性（誰もが、どこに住んでいても、必要なサービスを選択・利用できる）、連

続性（育児休業から小学校就学前まで切れ目がない）を有した支援体制を構築し

ていく必要があります。 

 

    ■「子どもと家族を応援する日本」重点戦略■ 

 

 

 

 

 

 

 「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすと

ともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階

に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」を実現する。 

 今後の人口構造の変化に対応して、仕事と生活の調和を推進し、かつ、国民が希望

する結婚や出産・子育ての実現を支えることに早急かつ戦略的な対応を図るため、給

付・サービスを再構築するとともに、全国どの地域でも体系的に整備され、すべての

子どもや子育て家庭に普遍的に提供される枠組みを構築する。 
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第２章 現状と課題 

 

１ 人口構造                         

（１）総人口の推移 

本市の総人口は平成 17 年から平成 21 年にかけて 1,627 人減少しています。年

齢区分別にみると、「年少人口（0～14 歳）」は 487 人減少（-11.6％）、「生産年

齢人口（15～64 歳）」は 1,124 人減少（-5.4％）、「老年人口（65 歳以上）」は 16

人減少（-0.2％）となっており「生産年齢人口（15～64 歳）」の減少が目立って

いますが、「老年人口（65 歳以上）」の減少は比較的緩やかなことがわかります。 

 

 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 

年少人口（0～14 歳） 4,188 人 4,060 人 3,911 人 3,822 人 3,701 人 

生産年齢人口（15～64 歳） 20,738 人 20,525 人 20,217 人 19,866 人 19,614 人 

老年人口（65 歳以上） 10,205 人 10,227 人 10,232 人 10,256 人 10,189 人 

総人口 35,131 人 34,812 人 34,360 人 33,944 人 33,504 人 

（各年 4 月 1 日時点_住民基本台帳） 

 

平成 22 年からの推計人口をみても、平成 26 年にかけて毎年減少し、5 年間で

1,842 人減少する見込みとなっています。 

年齢区分別にみると、「年少人口（0～14 歳）」は 362 人減少（-10.0％）、「生

産年齢人口（15～64 歳）」は 1,730 人減少（-9.0％）、「老年人口（65 歳以上）」

は 250 人増加（+2.5％）となっており少子高齢化の進行が見受けられます。 

 

※平成 17 年から平成 21 年の 4 月 1 日現在における住民基本台帳人口を用い、コーホ

ート変化率法（※）で人口推計を行いました。 

 

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

年少人口（0～14 歳） 3,622 人 3,529 人 3,435 人 3,345 人 3,260 人 

生産年齢人口（15～64 歳） 19,270 人 19,062 人 18,685 人 18,161 人 17,540 人 

老年人口（65 歳以上） 10,174 人 10,090 人 10,018 人 10,175 人 10,424 人 

総人口 33,066 人 32,681 人 32,138 人 31,681 人 31,224 人 
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4,188 4,060 3,911 3,822 3,701 3,622 3,529 3,435 3,345 3,260

20,738 20,525 20,217 19,866 19,614 19,270 19,062 18,685 18,161 17,540

10,205 10,227 10,232 10,256 10,189 10,174 10,090 10,018 10,175 10,424

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（人）

35,131 34,812 34,360 33,944 33,504 33,066 32,681 32,138 31,681 31,224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コーホート変化率法 

  一定期間に出生した集団（コーホート）に着目し、5歳別や1歳別に、その時間的変化（5年

後や 1 年後の人口変化）を将来も一定であると仮定し、将来の人口を推計する方法です。 

実 数 推 計 
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（２）年少人口（0～14 歳）の推移 

     本市の年少人口は平成 17 年から平成 21 年にかけて 487 人減少しています。 

     年齢区分別にみると、「就学前児童(0～5 歳)」は 193 人減少(-13.0％)、「小学生

(6～11 歳)」は 153 人減少(-8.8％)、「中学生(12～14)」は 141 人減少(-14.4％)

しています。 
 

 平成 17 年 平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 

就学前児童（0～5 歳） 1,485 人 1,446 人 1,391 人 1,335 人 1,292 人 

小学生（6～11 歳） 1,722 人 1,636 人 1,618 人 1,591 人 1,569 人 

中学生（12～14 歳） 981 人 978 人 902 人 896 人 840 人 

年少人口（0～14 歳） 4,188 人 4,060 人 3,911 人 3,822 人 3,701 人 

 

    平成 22 年からの推計人口をみても、平成 26 年度にかけて毎年 90 人前後の減

少があり、5 年間で 362 人減少する見込みとなっています。 

      年齢区分別にみると、「就学前児童(0～5 歳)」は 111 人減少(-9.0％)、「小学生

(6～11 歳)」は 183 人減少(-11.8％)、「中学生(12～14)」は 68 人減少(-8.1％)する

見込みとなっています。 
 

 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

就学前児童（0～5 歳） 1,238 人 1,194 人 1,171 人 1,141 人 1,127 人 

小学生（6～11 歳） 1,547 人 1,521 人 1,484 人 1,428 人 1,364 人 

中学生（12～14 歳） 837 人 814 人 780 人 776 人 769 人 

年少人口（0～14 歳） 3,622 人 3,529 人 3,435 人 3,345 人 3,260 人 

1,485 1,446 1,391 1,335 1,292 1,238 1,194 1,171 1,141 1,127

1,722 1,636 1,618 1,591 1,569 1,547 1,521 1,484 1,428 1,364

981 978 902 896 840 837 814 780 776 769

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

就学前児童
（0～5歳）

小学生
（6～11歳）

中学生
（12～14歳）

（人）

4,188 4,060 3,911 3,822
3,701 3,622 3,529 3,435 3,345 3,260

 

 
実 数 推 計 
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（３）年少人口（0～14 歳）割合 

     年少人口（0～14 歳）割合は昭和 55 年から平成 17 年にかけて減少しています。 

全国・徳島県と比較すると、本市は昭和 55 年から平成 17 年にかけていずれも

最も低い割合を示しています。 
 

 昭和 55 年 昭和 60 年 平成 2 年 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 

美馬市 19.6％ 19.3％ 17.6％ 15.6％ 13.3％ 11.9％ 

徳島県 21.2％ 20.3％ 18.0％ 15.9％ 14.2％ 13.1％ 

全 国 23.5％ 21.5％ 18.2％ 15.9％ 14.6％ 13.7％ 

11.913.3

19.3

19.6

15.6

17.6
15.9

21.2

20.3

18.0

14.2 13.1
13.7

14.6

15.9

23.5
21.5

18.2

10

15

20

25

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

美馬市 徳島県 全国

（％）

 

※国勢調査データ_各年 10 月 1 日時点 
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（４）０歳人口 

     0 歳人口をみると、平成 17 年から平成 21 年にかけて増減を繰り返しており、

毎年 200 人前後で推移しています。 

207

177

220
199 205

0

50

100

150

200

250

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

（人）

 

※住民基本台帳データ_各年 4 月 1 日時点         

 
 

（５）未婚率 

未婚率をみると、平成 7 年から平成 17 年にかけて、20～24 歳の男性以外は増

加傾向となっています。 

年齢区分でみると、平成 7 年から平成 17 年にかけて、男性・女性とも 30～34

歳が最も増加し、男性は 14.2％、女性は 15.3％増加しています。性別でみると、

女性より男性の方が全体的に未婚率が高いことがわかります。 

 

【男性】

87.189.3 87.5

59.1 64.0 63.7

29.2
35.2

43.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成7年 平成12年 平成17年

20～24歳 25～29歳 30～34歳

（％）
【女性】

84.1
79.7 82.4

52.449.8
38.4

28.3
19.9

13.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成7年 平成12年 平成17年

20～24歳 25～29歳 30～34歳

（％）

 

※国勢調査データ_各年 10 月 1 日時点 
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（６）世帯数と世帯人員 

     世帯数は昭和 55 年から平成 2 年にかけて減少していますが、平成 7 年以降

は年々増加しています。 

世帯人員は昭和 55 年から平成 17 年にかけて年々減少を続けています。 

11,851 11,90211,84111,56511,56611,613

3.23
3.393.523.59

3.09
2.90

0

5,000

10,000

15,000

20,000

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

世帯数 世帯人員

（世帯） （人）

 

※国勢調査データ_各年 10 月 1 日時点      

（７）転入・転出 

     転入・転出をみると、平成 16 年から平成 20 年にかけて増減を繰り返してお

り、毎年転出が転入を上回りながら推移しています。 

 

728781
858

795
723

962924970

822

1,131

0

500

1,000

1,500

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年

転入 転出

（人）

 

              ※人口動態統計データ_各年 1 月～12 月の移動状況 
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２ 産業と就業の現状                     

（１）産業別就業者人口 

     産業別就業者数をみると、第三次産業が最も多くなっており、昭和 55 年から

平成 17 年にかけて増加傾向となっています。 

また、第二次産業は平成 2 年から、第一次産業は昭和 55 年から減少傾向とな

っています 

2,1152,251

5,221
5,917

3,059
3,790

4,808
5,614

6,532

6,561

6,565 6,770

8,6928,4998,448
7,594 7,722 8,023

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

第一次産業 第二次産業 第三次産業

（人）

 

※国勢調査データ_各年 10 月 1 日時点       

（２）女性の就業率 

     女性の就業率をみると、本市は昭和 60 年から平成 12 年にかけて急激に減少し

ており、平成 2 年以降は全国・徳島県と比較して最も低くなっています。 

42.7

42.5

48.2

47.4

44.5

46.8
46.7

49.6 49.4

47.3

45.1 44.0

46.0
46.4

47.1 47.3

45.5

46.2

40.0

42.0

44.0

46.0

48.0

50.0

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

美馬市 徳島県 全国

（％）

 

※国勢調査データ_各年 10 月 1 日時点     
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３ 保育所・幼稚園、小学校・中学校の現状           

（１）保育所・幼稚園 

      保育所・幼稚園の状況をみると、保育所 6 園、幼稚園 15 園となっており、

平成 21 年 5 月 1 日現在における入所児童数は以下の通りとなっています。 

 

 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 計  

江原保育所     8 人 24 人 19 人 11 人 62 人  

脇町保育所 5 人 15 人 35 人 45 人 26 人 126 人  

岩倉保育所 0 人 9 人 12 人 22 人 17 人 60 人  

美馬第一保育所 1 人 12 人 14 人 14 人 0 人 41 人  

美馬第二保育所 1 人 8 人 15 人 13 人 0 人 37 人  

穴吹保育所 4 人 10 人 12 人 20 人 15 人 61 人  

合 計 11 人 62 人 112 人 133 人 69 人 387 人  

 

 3 歳 4 歳 5 歳 計    

江原南幼稚園    32 人 46 人 78 人    

江原北幼稚園 5 人 3 人 5 人 13 人    

清水幼稚園 1 人 2 人 4 人 7 人    

江原東幼稚園 1 人 1 人 1 人 3 人    

脇町幼稚園   16 人 55 人 71 人    

岩倉幼稚園   10 人 28 人 38 人    

郡里幼稚園   23 人 15 人 38 人    

喜来幼稚園   13 人 11 人 24 人    

芝坂幼稚園   2 人 3 人 5 人    

重清東幼稚園   16 人 15 人 31 人    

重清西幼稚園   15 人 18 人 33 人    

三島幼稚園   13 人 10 人 23 人    

穴吹幼稚園   11 人 25 人 36 人    

宮内幼稚園   2 人 3 人 5 人    

木屋平幼稚園 3 人 1 人 5 人 9 人    

合 計 10 人 160 人 244 人 414 人    

※江原東幼稚園は、平成 22 年 3 月 31 日休園。 
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（２）小学校・中学校 

      小学校・中学校の状況をみると、小学校 17 校、中学校 7 校となっており、

平成 21 年 5 月 1 日現在における生徒数は以下の通りとなっています。 

 

  1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 計 

江原南小学校 51 人 50 人 42 人 56 人 44 人 56 人 299 人 

江原北小学校 10 人 4 人 14 人 4 人 7 人 9 人 48 人 

清水小学校 4 人 1 人 2 人 3 人 1 人 0 人 11 人 

江原東小学校 2 人 2 人 3 人 0 人 0 人 4 人 11 人 

脇町小学校 48 人 63 人 49 人 55 人 53 人 50 人 318 人 

岩倉小学校 33 人 19 人 35 人 21 人 41 人 30 人 179 人 

郡里小学校 19 人 20 人 19 人 16 人 17 人 18 人 109 人 

喜来小学校 11 人 7 人 16 人 9 人 6 人 15 人 64 人 

芝坂小学校 4 人 6 人 8 人 7 人 8 人 12 人 45 人 

重清北小学校 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 2 人 3 人 

重清東小学校 19 人 18 人 18 人 18 人 12 人 11 人 96 人 

重清西小学校 9 人 15 人 15 人 11 人 20 人 11 人 81 人 

三島小学校 23 人 11 人 19 人 12 人 22 人 20 人 107 人 

穴吹小学校 21 人 32 人 22 人 30 人 21 人 22 人 148 人 

初草小学校 0 人 3 人 2 人 0 人 2 人 1 人 8 人 

宮内小学校 2 人 3 人 6 人 7 人 3 人 7 人 28 人 

木屋平小学校 3 人 1 人 5 人 0 人 6 人 4 人 19 人 

合 計 259 人 255 人 275 人 249 人 264 人 272 人 1,574人 

※江原東小学校、重清北小学校、初草小学校は、平成 22 年 3 月 31 日休校。 

 

 1 年 2 年 3 年 計    

江原中学校 54 人 59 人 52 人 165 人    

脇町中学校 51 人 59 人 58 人 168 人    

岩倉中学校 36 人 30 人 38 人 104 人    

美馬中学校 70 人 72 人 66 人 208 人    

三島中学校 24 人 20 人 16 人 60 人    

穴吹中学校 32 人 33 人 36 人 101 人    

木屋平中学校 7 人 5 人 4 人 16 人    

合 計 274 人 278 人 270 人 822 人    
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（３）園児、児童、生徒数の推移 

      全体的に在籍数は減少しながら推移しています。 

保育所、幼稚園については若干の増減を繰り返していますが、小学校・中学

校については年々減少しています。 

 

  平成１７年 平成１8 年 平成１9 年 平成 20 年 平成 21 年 

保育所 370 人 370 人 411 人 412 人 387 人 

幼稚園 400 人 408 人 420 人 398 人 414 人 

小学校 1,717 人 1,631 人 1,618 人 1,588 人 1,574 人 

中学校 975 人 969 人 891 人 878 人 822 人 

合 計 3,462 人 3,378 人 3,340 人 3,276 人 3,197 人 

                             各年 5 月 1 日現在在籍数 

 

370 370 411 412 387

400 408 420 398 414

1,717 1,631 1,618 1,588 1,574

975 969 891 878 822

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

保育所 幼稚園 小学校 中学校

（人）

3,462 3,378 3,340 3,276 3,197
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４ 課題分析                         

（１）アンケート調査結果からの課題 

① 調査概要 

本計画の策定に先立ち、就学前児童・小学校児童の保護者の方々を対象に、

生活実態や子育てに関する状況、保育サービスへの要望などを把握し、計画策

定の基礎資料とするため、アンケート調査を実施しました。 

 

調 査 期 間 平成 21 年 1 月 5 日～平成 21 年 2 月 13 日 

対  象  者 就学前児童 及び 小学校児童 

調 査 方 法 郵送 及び 配布 

就学前児童 1,140 通 
配  布  数 

小学校児童 772 通 

就学前児童 705 通 
回  収  数 

小学校児童 591 通 

就学前児童 61.8％ 
回  収  率 

小学校児童 76.6％ 

 

② 主たる調査内容 

就学前児童 小学校児童 

①子どもの属性・家庭環境 

②現状の保育サービスの利用 

③保育サービスの利用意向 

④土･日･祝日の保育 

⑤子どもが病気の時の対応 

⑥子どもの一時預かり 

⑦育児休業制度の利用 

⑧子育てや家庭生活 

⑨一番望んでいる子育て支援策 

⑩子育てに関する悩み等 

⑪子どもの食生活 

⑫子育て支援サービス 

⑬認定こども園について 

①子どもの属性・家庭環境 

②放課後児童クラブ･児童館の利用 

③放課後児童クラブ･児童館の利用意向 

④子どもが病気の時の対応 

⑤子どもの一時預かり 

⑥子育てや家庭生活 

⑦一番望んでいる子育て支援策 

⑧子育てに関する悩み等 

⑨子どもの食生活 

⑩子育て支援サービス 
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③ 調査結果 

●家族構成● 

      家族構成をみると、「父母同居」と答えた方が就学前児童・小学校児童ともに最も多くな

っています。次いで、就学前児童では「祖母近居」「祖母同居」「祖父近居」「祖父同居」「母

同居（ひとり親家庭）」「その他」「父同居（ひとり親家庭）」の順となっています。小学校児

童では、「祖母同居」「祖母近居」「祖父近居」「祖父同居」「母同居（ひとり親家庭）」「その

他」「父同居（ひとり親家庭）」の順となっています。 

27

12

45

149

477

14

196

170

194

0 100 200 300 400 500 600 700

　 父母同居

父同居
（ひとり親家庭）

母同居
（ひとり親家庭）

　 祖父同居

　 祖母同居

　 祖父近居

　 祖母近居

　  その他

　  無回答

(人)Ｎ：591

【小学校児童】

28

6

275

240

248

4

622

213

38

0100200300400500600700

　 父母同居

父同居
（ひとり親家庭）

母同居
（ひとり親家庭）

　 祖父同居

　 祖母同居

　 祖父近居

　 祖母近居

　  その他

　  無回答

(人) Ｎ：705

【就学前児童】

 

●家族形態● 

      家族構成から家族形態別にみると、就学前児童・小学校児童ともに「核家族」が最も多く、

次いで、「複合家族」「その他」の順となっています。 

37.5

58.2

4.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

核家族
(就学前_Ｎ：407、小学校_Ｎ：337）

複合家族

(就学前_Ｎ：276、小学校_Ｎ：217）

その他

(就学前_Ｎ：16、小学校_Ｎ：25）

(％)

【小学校児童】

2.3

58.2

39.5

0.020.040.060.080.0

核家族

(就学前_Ｎ：407、小学校_Ｎ：337）

複合家族

(就学前_Ｎ：276、小学校_Ｎ：217）

その他

(就学前_Ｎ：16、小学校_Ｎ：25）

(％)

【就学前児童】

 

【家族形態分類方法】 

核家族 父母同居又はひとり親家庭に該当し、同居者が他にいない方 

複合家族 父母同居又はひとり親家庭に該当し、祖父又は祖母と同居している方 

その他 上記に該当しない方 

※無回答者は除いています。
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●お子さんの世話について● 

      お子さんの身の回りの世話などを主にしている方を全体でみると、就学前児童・小学校児

童ともに「主に母親」と答えた方が 8 割を超えています。 

家族形態別にみると、核家族より複合家族の方が「主に母親」と答えた方は少なくなり、「主

に祖父母」と答えた方が多くなっていることがわかります。 

84.3

89.6

78.8

88.0

15.7

8.0

0.9

3.0

2.4

8.0

3.6

4.0

0.8

0.9

0.9

3.7

3.0

4.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

（就学前_Ｎ：705、小学校_Ｎ：591）

核家族

(就学前_Ｎ：407、小学校_Ｎ：337）

複合家族
(就学前_Ｎ：276、小学校_Ｎ：217）

    その他

    (就学前_Ｎ：16、小学校_Ｎ：25）

(％)

【小学校児童】

88.8

93.4

84.1

75.0

11.2

12.5

1.4

1.5

1.1

6.3

4.2

7.1

1.4

0.6

2.1

1.0

2.2

6.3

0.020.040.060.080.0100.0

全体

（就学前_Ｎ：705、小学校_Ｎ：591）

核家族

(就学前_Ｎ：407、小学校_Ｎ：337）

複合家族

(就学前_Ｎ：276、小学校_Ｎ：217）

その他

(就学前_Ｎ：16、小学校_Ｎ：25）

(％)

【就学前児童】

　　　主に父親　　　　主に母親　　　　主に祖父母　　　　その他　　　　無回答
 

 

●両親の就労状況● 

      父親の就労状況をみると、就学前児童・小学校児童ともに「就労している（フルタイム）」

と答えた方が最も多くなっており 8 割を超えています。 

母親の就労状況をみると、就学前児童では「以前は就労していたが、育児のために、現在

は就労していない」と答えた方が最も多く、次いで、「就労している（フルタイム）」「就労

している（パートタイム・アルバイト等）」の順となっています。 

小学校児童では「就労している（フルタイム）」と答えた方が最も多く、次いで「就労し

ている（パートタイム・アルバイト等）」「以前は就労していたが、育児のために、現在は就

労していない」の順となっています。 

39.1

1.7

30.8

15.9

2.4

10.2
15.2

0.3

0.0

81.2

1.4

1.9

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

就労している
（フルタイム：育休・介護休業中は含まない）

　　就労している

　　（フルタイムだが育休・介護休業中）

　　　　就労している

　　　　（パートタイム、アルバイト等）

以前は就労していたが、育児のために、

現在は就労していない

以前は就労していたが、

健康上の理由等で、現在は就労していない

　　　これまでに就労したことがない

　　　　　　　　　　無回答

(%)Ｎ：591

【小学校児童】

29.9

6.7

22.8

30.8

1.7

3.1

5.0
8.4

0.1

1.0

0.3

87.2

0.9

2.1

0.025.050.075.0100.0

就労している

（フルタイム：育休・介護休業中は含まない）

　　就労している

　　（フルタイムだが育休・介護休業中）

　　　　就労している

　　　　（パートタイム、アルバイト等）

以前は就労していたが、育児のために、

現在は就労していない

以前は就労していたが、

健康上の理由等で、現在は就労していない

　　　これまでに就労したことがない

　　　　　　　　　　無回答

父親 母親

(%) Ｎ：705

【就学前児童】

 

※小学校児童の選択肢には「以前は就労していたが、健康上の理由等で、現在は就労していない」がありません。 

P19 へ 

P20
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●フルタイムへの転換希望● 

     母親の就労状況で「就労している（パートタイム・アルバイト等）」と答えた方に、フルタ

イムへの転換希望をたずねると、就学前児童・小学校児童ともに「希望はあるが予定はない」

と答えた方が最も多く、次いで、「希望はない」「希望がある」の順となっています。 

     家族形態別にみると、就学前児童ではフルタイムへの転換について「希望がある」「希望は

あるが予定はない」と答えた方は複合家族より核家族の方が多くなっていますが、小学校児童

では逆に核家族より複合家族の方が多くなっています。 

 

26.4

26.1

27.7 36.9

20.0

13.2

9.9

20.0

18.5

20.0

23.6

27.0

16.9

40.0

36.8

36.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体
（就学前_Ｎ：161、小学校_Ｎ：182）

核家族
(就学前_Ｎ：99、小学校_Ｎ：111）

複合家族

(就学前_Ｎ：56、小学校_Ｎ：65）

    その他
    (就学前_Ｎ：4、小学校_Ｎ：5）

(％)

【小学校児童】

29.2

33.3

21.4

50.0

24.2

22.2

26.8

34.8

33.3

39.3

25.0 25.0

12.5

11.1

11.8

0.020.040.060.080.0100.0

全体
（就学前_Ｎ：161、小学校_Ｎ：182）

 核家族

 (就学前_Ｎ：99、小学校_Ｎ：111）

    複合家族
    (就学前_Ｎ：56、小学校_Ｎ：65）

     その他

     (就学前_Ｎ：4、小学校_Ｎ：5）

(％)

【就学前児童】

　　　希望がある　　　　希望はあるが予定はない　　　　 希望はない　  　　　無回答
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●母親の就労希望● 

     母親の就労状況で「以前は就労していたが、育児のために、現在は就労していない」「これ

までに就労したことがない」と答えた方に、就労希望をたずねると、就学前児童・小学校児童

ともに「有（1 年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい）」と答えた方が最

も多く、次いで、「有（すぐにでも若しくは 1 年以内に希望がある）」「無」の順となっていま

す。 

     家族形態別にみると、就労希望が「有（すぐにでも若しくは 1 年以内に希望がある）」と答

えた方は就学前児童・小学校児童ともに核家族より複合家族の方が多くなっています。 

     また、就労希望が「有」と答えた方に、希望の就労形態をたずねると、就学前児童・小学校

児童ともに「パートタイム・アルバイト等」と答えた方が 7 割を超えています。 

     希望の就労形態を家族形態別にみると、就学前児童・小学校児童ともに「フルタイム」と答

えた方は核家族より複合家族の方が多くなっています。 

 

38.9

39.0

39.3

33.3

43.5

44.2

42.9

33.3

17.6

16.9

17.9

33.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

（就学前_Ｎ：239、小学校_Ｎ：108）

核家族

(就学前_Ｎ：151、小学校_Ｎ：77）

複合家族

(就学前_Ｎ：84、小学校_Ｎ：28）

    その他

    (就学前_Ｎ：4、小学校_Ｎ：3）

(％)

【小学校児童】

37.7

34.4

42.9

50.0

58.2

62.3

51.2

50.0

2.4

2.6

2.5

1.7

0.7

3.6

0.020.040.060.080.0100.0

全体

（就学前_Ｎ：239、小学校_Ｎ：108）

 核家族

 (就学前_Ｎ：151、小学校_Ｎ：77）

  複合家族

  (就学前_Ｎ：84、小学校_Ｎ：28）

   その他

   (就学前_Ｎ：4、小学校_Ｎ：3）

(％)

【就学前児童】

　　　有（すぐにでも若しくは1年以内に希望がある）                                 無
　　　有（1年より先で、子どもがある程度大きくなったら就労したい）　　　　　無回答

 

 

 

26.1

50.0

76.4

79.7

69.6

50.0

16.9

12.5

7.8

6.7

4.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体

（就学前_Ｎ：229小学校_Ｎ：89）

核家族

（就学前_Ｎ：146、小学校_Ｎ：64）

複合家族

（就学前_Ｎ：79、小学校_Ｎ：23）

    その他

    (就学前_Ｎ：4、小学校_Ｎ：2）

(％)

【小学校児童】

25.8

24.0

27.8

50.0

70.3

71.9

68.4

50.0

3.9

4.1

3.8

0.020.040.060.080.0100.0

  全体

  （就学前_Ｎ：229小学校_Ｎ：89）

 核家族

 （就学前_Ｎ：146、小学校_Ｎ：64）

  複合家族

  （就学前_Ｎ：79、小学校_Ｎ：23）

   その他

   (就学前_Ｎ：4、小学校_Ｎ：2）

(％)

【就学前児童】

　　　フルタイムによる就労　　　　パートタイム、アルバイト等による就労　　　　無回答

 

「有」と答えた方の 

希望の就労形態 
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●子育てについての感じ方● 

      子育てについてどのように感じているかたずねると、就学前児童・小学校児童ともに「楽

しみや喜びを感じる」と答えた方が過半数を占めています。次いで、「不安や負担を感じる」

「生きがいを感じる」「その他」の順となっています。 

      また、子育てについて「不安や負担を感じる」と答えた方に、その要因をたずねると、「子

育て（教育）にかかる経済的負担が大きい」と答えた方が最も多くなっています。他にも、

「子どもに関する犯罪や事故が増加していると感じるから」「仕事と子育ての両立が難しい

から」「安全な遊び場や児童館など、子どもの居場所が身近にないから」「子どもの教育やい

じめなどが心配だから」と答えた方が多くなっています。 

 

 

4.1

14.4

52.3

1.7

27.6

0.0 20.0 40.0 60.0

楽しみや喜びを感じる

   生きがいを感じる

 不安や負担を感じる

        その他

        無回答

(％)

【小学校児童】

Ｎ：591

27.2

1.3

54.5

15.3

1.7

0.020.040.060.0

楽しみや喜びを感じる

   生きがいを感じる

 不安や負担を感じる

        その他

        無回答

(％)

【就学前児童】

Ｎ：705
 

 

49

73

85

5

38

43

103

58

25

67

25

10

19

0 50 100 150

子育て（教育）にかかる経済的負担が大きい

仕事と子育ての両立が難しいから

子どもの健康や発達に不安を感じるから

地域医療体制への不安を感じるから

保育サービスや施設が利用しにくいから

安全な遊び場や児童館など、
子どもの居場所が身近にないから

相談相手や手助けしてくれる人がいないから

安全な通園・通学ができる歩道や
防犯施設等の整備が進んでいないから

子どもの教育やいじめなどが心配だから

子どもに関する犯罪や事故が
増加していると感じるから

身近に自然や伝統文化とふれあう機会がないから

自分のための時間がもてないから

その他

(人)Ｎ：591

【小学校児童】

53

84

105

6

20

12

61

80

51

92

137

59

51

050100150

子育て（教育）にかかる経済的負担が大きい

仕事と子育ての両立が難しいから

子どもの健康や発達に不安を感じるから

地域医療体制への不安を感じるから

保育サービスや施設が利用しにくいから

安全な遊び場や児童館など、
子どもの居場所が身近にないから

相談相手や手助けしてくれる人がいないから

安全な通園・通学ができる歩道や
防犯施設等の整備が進んでいないから

子どもの教育やいじめなどが心配だから

子どもに関する犯罪や事故が
増加していると感じるから

身近に自然や伝統文化とふれあう機会がないから

自分のための時間がもてないから

その他

(人) Ｎ：705

【就学前児童】

 

不安や負担の 

要因 
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●一番望んでいる子育て支援策● 

      一番望んでいる子育て支援策をたずねると、就学前児童では「仕事と子育てが両立できる

職場環境の整備」と答えた方が最も多く、次いで、「放課後児童クラブ・児童館の整備・充

実」「保育所や幼稚園での延長保育の実施・充実」の順となっています。また、小学校児童

では就学前児童同様に「仕事と子育てが両立できる職場環境の整備」と答えた方が最も多く

なっていますが、同割合で「放課後児童クラブ・児童館の整備・充実」と答えた方も最も多

くなっています。次いで、「安全な通園・通学ができる歩道等の整備・充実」の順となって

います。 

24.2

2.9

6.1

24.2

21.0

8.6

2.9

1.2

4.7

4.2

0.0 10.0 20.0 30.0

保育所や幼稚園での一時預かりの実施・充実

 保育所や幼稚園での延長保育の実施・充実

　　　　　休日・夜間保育の実施・充実　

　　　　 病児・病後児保育の実施・充実

       地域子育て支援拠点の整備・充実

安全な通園・通学ができる歩道等の整備促進

    放課後児童クラブ・児童館の整備・充実

  仕事と子育てが両立できる職場環境の整備

                        その他

                        無回答

(％)Ｎ：591

【小学校児童】

22.7

1.4

2.6

6.4

6.4

9.5

17.0

5.0

9.8

19.3

0.010.020.030.0

保育所や幼稚園での一時預かりの実施・充実

 保育所や幼稚園での延長保育の実施・充実

　　　　　休日・夜間保育の実施・充実　

　　　　 病児・病後児保育の実施・充実

       地域子育て支援拠点の整備・充実

安全な通園・通学ができる歩道等の整備促進

    放課後児童クラブ・児童館の整備・充実

  仕事と子育てが両立できる職場環境の整備

                        その他

                        無回答

(％) Ｎ：705

【就学前児童】

 

●お子さんに関して日常悩んでいることや気になること● 

      お子さんに関して日常悩んでいることや気になることについてたずねると、就学前児童で

は「子どもを叱りすぎているような気がすること」と答えた方が最も多くなっています。次

いで、「食事や栄養に関すること」「病気や体に関すること」の順となっています。 

      また、小学校児童では就学前児童同様に「子どもを叱りすぎているような気がすること」

と答えた方が最も多くなっています。次いで、「子どもの教育に関すること」「食事や栄養に

関すること」の順となっています。 

150

207

22

31

175

5

126

45

3

213

111

10

5

0 50 100 150 200 250 300

　　　　　　　　　病気や体に関すること

　　　　言葉や運動機能等の発達に関すること

　　　　　　　　食事や栄養に関すること

　　　　　　子どもとの遊び方がわからない

　　　　　　子どもへの接し方がわからない

　　　子どもを叱りすぎているような気がすること

子どもに手をあげたり、世話をしなかったりしてしまう

　　　友達づきあい（いじめを含む）に関すること

　　　　　　　　子どもの教育に関すること

　　　　　　　　　家庭での性教育について

　　　　　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　 　　　特にない

　　　　　　　　　　　　　　無回答

(人)Ｎ：591

【小学校児童】

118

194

11

23

23

21

139

255

21

105

207

17

233

050100150200250300

　　　　　　　　　病気や体に関すること

　　　　言葉や運動機能等の発達に関すること

　　　　　　　　食事や栄養に関すること

　　　　　　子どもとの遊び方がわからない

　　　　　　子どもへの接し方がわからない

　　　子どもを叱りすぎているような気がすること

子どもに手をあげたり、世話をしなかったりしてしまう

　　　友達づきあい（いじめを含む）に関すること

　　　　　　　　子どもの教育に関すること

　　　　　　　　　家庭での性教育について

　　　　　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　 　　　特にない

　　　　　　　　　　　　　　無回答

(人) Ｎ：705

【就学前児童】
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   ●仕事と子育ての調和● 

     子どもと一緒の時間や親の介護、自己実現のための時間が十分にとれている（仕事と生活の

調和がはかられている）と思うかたずねると、就学前児童・小学校児童ともに母親は「とれて

いる」と答えた方が最も多くなっており 6 割を超えています。また、父親は「とれている」「と

れていない」と答えた方にあまり差がなかったことから、父親より母親の方が仕事と生活の調

和がはかれていると感じている方が多いことがわかります。 

 

64.6

28.6

6.8

36.4

48.4

15.2

0.0 25.0 50.0 75.0

 とれている

とれていない

　　無回答

(%)Ｎ：591

【小学校児童】

70.6

27.0

2.4

42.6

45.7

11.8

0.020.040.060.080.0

 とれている

とれていない

　　無回答

父親 母親
(%)

Ｎ：705

【就学前児童】

 

 

●育児休業について● 

     母親又は父親が育児休業制度を利用したかたずねると、「利用しなかった」と答えた方が 7

割を超えています。次いで、「母親が利用した」「母親と父親の両方が利用した」「父親が利用

した」の順となっており、育児休業を利用した方は全体 2 割程度となっています。 

     また、育児休業を「利用しなかった」と答えた方にその理由をたずねると、「仕事をやめて

育児に専念したかったから」と答えた方が最も多くなっています。次いで、「家族等でみても

らうことができたから」「職場に育児休業制度がなかったから」の順となっています。 

 

0.3

74.2

22.7

0.1

2.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

母親が利用した

父親が利用した

母親と父親の両方が利用した

利用しなかった

無回答

(％)

【就学前児童】

Ｎ：705

 

【利用しなかった理由】

0.8

17.4

21.0

5.7

1.3

11.1

20.3

13.8

8.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

育児休業を取れることを知らなかったから

職場に育児休業制度がなかったから

仕事をやめて育児に専念したかったから

育児休業制度が利用しにくい職場環境だから

早く仕事に復帰したかったから
育児休業制度の対象とならない

雇用形態であったから
家族等でみてもらうことができたから

その他

無回答

(％)Ｎ：523
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●仕事と子育ての両立のために職場で必要なこと● 

     仕事と子育ての両立をはかるために職場において最も必要と思われることをたずねると、父

親・母親ともに「有給休暇の取得しやすい職場環境づくり」と答えた方が最も多くなっていま

す。次いで、「育児休業・介護休業の取得に関する上司や同僚の理解」「在宅勤務などの多様な

働き方が可能な制度づくり」の順となっており、職場における休暇取得については課題が多い

ことがわかります。 

 

23.5

3.0

3.9

38.7

14.4

2.9

40.4

19.0

3.4

11.2

23.2

16.4

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

育児休業・介護休業の取得に関する
上司や同僚の理解

　　父親の育児休業の取得の促進

育児休業期間終了後の円滑な職場復帰

有給休暇の取得しやすい職場環境づくり

　　　在宅勤務などの多様な働き方が
　　　　可能な制度づくり

　　　　　　　　　　　　無回答

(%)Ｎ：591

【小学校児童】

27.9

3.1

7.2

34.6

16.7

10.4
16.5

10.2

9.2

20.7

39.0

4.4

0.010.020.030.040.050.0

　育児休業・介護休業の取得に関する
　上司や同僚の理解

　　父親の育児休業の取得の促進

育児休業期間終了後の円滑な職場復帰

有給休暇の取得しやすい職場環境づくり

　　　在宅勤務などの多様な働き方が
　　　　可能な制度づくり

　　　　　　　　　　　無回答

父親 母親
(%)

Ｎ：705

【就学前児童】

 

 

◆ ま と め ◆ 

 

【家族構成】 

複合家族より核家族が多く、祖父・祖母が比較的近くに住んでいる近居も多くなっ

ていることがわかります。 

 

【就労状況】 

  父親はフルタイムが多く、母親はフルタイムとパート・アルバイトがほぼ同じ割合

となっており、就労していると答えている方は全体の約 6～7 割程度となっていること

から、母親の就業率が高くなっていることがわかります。 

 

【子育てについて】 

  楽しみや喜びを感じている人は全体の過半数を占めていますが、経済的負担、子ど

もの事故や犯罪、仕事と子育ての両立などに不安を感じている人が約 3 割程度いるこ

とから、仕事と子育てを両立するために職場環境や保育サービスの充実が求められて

いることがわかります。 
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（２）就学前教育・保育行政の推進 

      近年の急激な少子化の進行に伴い、今後、益々の幼稚園・保育所の小規模化

による教育・保育効果の低下が懸念されており、併せて、各施設の老朽化に対

する対応も課題となってきています。 

      このため、平成 21 年度に市長の諮問会議である「美馬市就学前教育・保育

推進検討会議」を設置し、今後の教育・保育環境のあり方について検討をいた

だき、平成 21 年 12 月に答申をいただきました。 

      答申では、本市の実態を踏まえ、教育・保育の質の向上を図るため、幼保の

一体的な運営による「認定こども園」を主とした就学前再編整備計画が示され

ました。 

      今後は、子どもたちへの対応だけではなく地域密着型の運営に課題を置き、

地域で支える子育ち・子育ての推進に努めることが重要であり、当該施設が「地

域の子育て拠点」としての役割を果たしていけるような整備が重要であると考

えています。 

      本市の財政事情は、引き続き厳しいことが予想されます。既存の公共施設の

活用も視野に入れ地域性など実情に応じた判断により、答申書に基づき積極的

に整備を図っていきます。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本的視点                        

本計画の策定にあたって、次世代育成支援行動計画策定指針に規定されている以下

の 9 つの視点を充分に踏まえながら計画を策定しました。  

 

 

 
 
子育て、仕事の両立支援のみならず、子育て

の孤立化等の問題を踏まえ、広くすべての子ど
もと家庭への支援という観点から取り組みを進
めます。 

また、社会的養護を必要とする子どもの増加
や虐待等の子どもの抱える背景の多様化という
状況に十分対応できるよう、社会的養護体制に
ついて質・量ともに整備を進めることとし、家
庭的な養護の推進、自立支援策の強化という観
点も十分踏まえた取り組みを進めます。 

すべての子どもと家庭への支援の視点 

 

仕事と生活の調和実現のため、地方自治体と企
業等が連携し、自らの創意工夫の下に、地域の実
情に応じた働き方の見直しを進める取り組みを
進めます。 

 

子育ては、父母その他の保護者が行うべきであ
るという認識のもとに、子どもの幸せを第一に考
え、子どもの利益が最大限に尊重されるような取
り組みを進めます。 

子どもの視点 

 

子育ては、国及び地方公共団体はもとより、企
業や地域社会を含めた社会全体で協力して行う
ことが必要とされていることから、様々な担い手
の協働の下に対策を進めます。 

社会全体による支援の視点 

 
 

子育て支援に係る利用者のニーズも多様化し
ており、個別のニーズに柔軟に対応できるよう
に、利用者の視点に立った柔軟かつ総合的な取り
組みを進めます。 

サービス利用者の視点 

 
 

子どもは、次代の親となるものとの認識のもと
に、豊かな人間性を形成し、自立して家庭をもつ
ことができるよう、長期的な視野に立った子ども
の健全育成のための取り組みを進めます。 

次代の親づくりという視点 

仕事と生活の調和の実現の視点 

 
 
地域において子育てに関する活動を行う各種

団体・事業所等が協力しながら、様々な地域の社
会資源を十分かつ効果的に活用します。また保育
所・学校施設等の各種公共施設の活用を進めま
す。 

地域における社会資源の効果的な活用の視点 

 

利用者が安心してサービスを利用できる環境
を整備するためには、サービスの供給量を適切に
確保するとともに、サービスの質を確保すること
が重要です。このため、人材の資質の向上を図る
とともに、情報公開やサービスの評価等の取り組
みを進めます。 

サービスの質の視点 

 

各地方公共団体が各々の特性を踏まえて主体的
な取り組みを進めます。 

地域特性の視点 
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２ 基本理念と将来像                     

 子どもたちは美馬市の宝ものです。この子どもたちが将来の美馬市、日本を担い、

世界へと羽ばたく人間として育んでいくことは、私たち大人の使命です。 

本計画はおおむね 18 歳未満の子どもを対象とし、子どもが健やかで元気に成長で

きるよう、家庭や地域、学校など様々な環境のなかで、子どもたちの権利が尊重され

る子育て支援社会の実現をめざすための計画です。 

そして、次世代育成支援対策推進法第３条の基本理念や前期計画において定めた基

本理念を継承し、子育てについて最も重要な責任は保護者がもつことを基本としなが

ら、保護者の子育てに対する不安や孤独感、子育てと仕事の両立の負担感などを軽減

し、子育てに夢や希望がもてるように、地域、行政、企業などの社会全体で子育て家

庭の支援に取り組む必要があります。 

こうした考え方に基づき、この計画の基本理念・将来像を次の通り定めます。 

 

 
 

 

 

 

次世代育成支援対策推進法 

第 3 条 基本理念 

 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい

う基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、か

つ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。 

＜基本理念＞ 

すすべべててのの市市民民にによよるる子子育育てて家家庭庭とと子子どどももののたためめのの計計画画 

 
 
 

 

＜将来像＞ 

地域で支える 健やかみまっこ 育むまち 
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４ 子育てを支援する生活環境の整備 

６ 子ども等の安全の確保 

５ 職業生活と家族生活との両立の推進 

３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

１ 地域における子育て支援の充実 

２ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び推進 

７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

８ 子育て世帯への経済的支援 

すすす
べべべ
ててて
ののの
市市市
民民民
ににに
よよよ
るるる
子子子
育育育
ててて
家家家
庭庭庭
ととと
子子子
どどど
ももも
ののの
たたた
めめめ
ののの
計計計
画画画   

地
域
で
支
え
る 
健
や
か
み
ま
っ
こ 

育
む
ま
ち 

 

３ 施策体系図                        

すべての子育て家庭と子どものために、『地域で支える 健やかみまっこ 育むま

ち』をめざして、以下の 8 つの基本目標を掲げ、計画的に事業を進めていきます。 

                      

   基本理念  将来像        基本目標 
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第４章 基本施策と重点事業 

《基本目標》 《基本施策》 《重点事業》

子育て相談

病児・病後児保育事業

ショートステイ事業

トワイライトステイ事業

ファミリー・サポート・センター事業

子育てマイスター活動

通常保育事業

乳児保育事業

延長保育事業

休日保育事業

一時預かり事業

特定保育事業

幼稚園預かり保育事業

認定こども園

子育てガイドブック作成・配布

サークル活動の推進

交流の場づくり

広報紙・ホームページによる情報提供

児童館

放課後児童クラブ

異年齢交流

放課後子ども教室

妊婦健康診査

乳幼児健康診査

家庭訪問　（妊産婦・新生児・乳幼児）

離乳食相談

育児講演会

予防接種

母子健康手帳交付

パパママ教室（両親教室）

食育の推進 食育活動の推進

思春期保健対策の充実 飲酒・喫煙・薬物乱用防止教育推進

小児医療の充実 小児救急医療体制

道徳教育

総合的な学習

文化学習

宿泊学習

課外活動

みまっこ健全育成表彰

人権交流学習

環境学習

男女共同参画社会の実現

思春期ふれあい体験学習

子育て支援ネットワークづくり

児童の健全育成

保育サービスの充実

地域における子育て支援
サービスの充実

子どもや母親の健康の確保

子どもの生きる力の育成に向けた
教育環境の整備

次代の親の育成

地域における
子育て支援の

充実

母性並びに
乳児及び
幼児等の

健康の確保
及び推進

子どもの心身の
健やかな

成長に資する
教育環境の

整備
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総合型地域スポーツクラブ活動

スポーツ少年団活動

学校施設・設備の開放

家庭教育手帳の配布

子どもを取り巻く有害環境対策の推進 犯罪被害防止対策のための各種広報活動

防犯灯整備

交通安全器具等の設置及び修繕

バリアフリー化の促進

公営住宅

公園遊具の点検・整備

仕事と子育ての両立のための
基盤整備

広報・啓発

交通ルールやマナーの徹底

チャイルドシート使用の徹底

子ども１１０番の家・子どもＳＯＳの家

子ども緊急通報装置整備

地域見守り活動

教育相談

スクールカウンセラー

児童虐待防止対策の充実 要保護児童対策地域協議会

児童扶養手当支給

母子家庭等医療費助成事業

母子福祉貸付資金

自立支援給付

ひとり親家庭に対する相談体制

育児相談

就学指導、教育相談

障害児保育

特別児童扶養手当支給

障害児福祉手当支給

保育料の負担軽減

子ども手当支給

みまっこ医療費助成事業

就学援助

被害に遭った子どもの保護の推進

安全・安心のまちづくりの推進

子どもの交通安全を確保するための
活動の推進

子どもを犯罪等の被害から
守るための活動の推進

良好な居住環境の確保

経済的支援の充実

ひとり親家庭等の
自立支援の推進

障害児施策の充実

家庭や地域の教育力の向上

子どもの心身の
健やかな

成長に資する
教育環境の

整備

子育てを
支援する

生活環境の整備

職業生活と
家庭生活との
両立の推進

子ども等の
安全の確保

要保護児童への
対応など

きめ細かな
取り組みの推進

子育て世帯への
経済的支援

 



 

 31 

 

１ 地域における子育て支援の充実               

（１）地域における子育て支援サービスの充実 

     

 

 
 

 

    ●子育て相談 

     ・保健関係 ＜継続＞                        【健康課】 

      妊娠中から出産、育児に関する相談を、健診事業・子育て相談・電話・面談などあら

ゆる機会を通して、保健師や管理栄養士が個別及び集団での育児相談を実施します。必

要に応じて関係機関と連携し、より専門的なサポート体制の整備に努めます。 

 

     ・教育関係 ＜継続＞                      【教育総務課】 

      就園・就学相談や子育てに関する相談に応じるとともに、関係機関と連携して情報の

提供を行い、1 人ひとりに合わせた子育て支援を推進します。 

 

     ・子育て支援センター ＜継続・拡充＞           【子どもすこやか課】 

      地域全体で子育てを支援する基盤整備を図るため、子育て支援センターで電話相談や

面談を実施します。また、就学前教育・保育のあり方の検討により、新しい形態での実

施に向けて検討を行います。 

      現状：2 か所（脇町保育所、美馬第二保育所） → 目標：6 か所 

 

     ・福祉事務所等 ＜継続＞                 【子どもすこやか課】 

      家庭児童相談員及び民生委員児童委員、主任児童委員が相談相手となり、家庭におけ

る適正な児童養育に関する相談指導を行い、家庭児童福祉の向上を図ります。 

 

 

 

すべての子育て家庭への支援を行う観点から、地域において、子育てに対す

る不安や負担を軽減し、安心して子育てができるきめ細かな子育て支援サービ

スの充実を図ります。 
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    ●病児・病後児保育事業  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       保育所・幼稚園に通所している児童等が病気の「回復期」にあり、集団保育が困難

な児童で、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で保育を行うことができない期間、

一時預かりを実施します。委託施設と連携を図るとともに、制度の周知に努めます。 

       現状：１か所（病児保育所みーま（としま小児科内）） 

 

    ●ショートステイ事業  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       保護者が社会的事由により家庭において養育できない場合に一定の期間、養育・保

護を実施します。委託施設と連携を図るとともに、制度の周知に努めます。 

現状：2 か所（加茂愛育園、徳島赤十字乳児院） 

 

    ●トワイライトステイ事業  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       保護者が仕事等で恒常的に帰宅が夜間にわたる場合や休日に不在の場合に一定の期

間、養育・保護を実施します。委託施設と連携を図るとともに、制度の周知に努めま

す。 

現状：1 か所（加茂愛育園） 

 

    ●ファミリー・サポート・センター事業  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

就労や家事の都合で子どもの送迎や一時預かりなどの育児援助を希望する人（依頼

会員）と、育児を支援する人（提供会員）が登録、依頼会員の要望に応じて提供会員

の紹介を行うとともに、会員の拡大と制度の周知に努めます。 

 

    ●子育てマイスター活動  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

地域で子どもや子育て中の家庭を見守り、身近な相談活動を行うマイスターを養成

し、活動の場の提供から自主活動につなげていく体制を推進します。 

       現状：58 人 → 目標：100 人 
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（２）保育サービスの充実 

     

 

 

 

     

    ●通常保育事業  ＜継続＞ 

【子どもすこやか課】 

       児童福祉法に基づき、保護者の労働又は疾病等の事由により、保育に欠ける児童の保育

を保育所において行います。保育ニーズに基づき適切な保育の実施に努めます。また、就

学前教育・保育のあり方の検討により、新しい形態での実施に向けて検討を行います。 

       現状：6 か所（江原保育所、脇町保育所、岩倉保育所、美馬第一保育所、美馬第二

保育所、穴吹保育所） 

 

    ●乳児保育事業  ＜継続・拡充＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       保護者の就労で保育を必要とする乳児に乳児保育を行い、保護者の子育てと仕事の両立

を支援します。 

       今後、利用者ニーズと保育所の施設状況等について調整を図りながら充実拡大に努めま

す。また、就学前教育・保育のあり方の検討により、新しい形態での実施に向けて検討を

行います。 

       現状：5 か所（10 か月児対象：脇町保育所、11 か月児対象：美馬第一保育所・美馬第

二保育所・岩倉保育所・穴吹保育所）→ 目標：6 か所 

 

    ●延長保育事業  ＜実施＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       共働き世帯の増加や核家族化の進展による保護者の就労形態の多様化、長時間化に伴い、

11 時間開所の実施を推進します。また、就学前教育・保育のあり方の検討により、新し

い形態での実施に向けて検討を行います。 

       現状：0 か所 → 目標：6 か所 

 

利用者の生活実態及び意向を十分踏まえ、仕事と子育ての両立のため保育サ

ービスを拡充するとともに、地域の実情に併せて多様な保育需要に対応する取

り組みを推進します。また、保育所保育指針に基づき、保育所における質の向

上を図るための取り組みを推進します。 
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    ●休日保育事業  ＜検討＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       保護者の勤務等の都合により日曜・祝日等に家庭での保育が困難な場合に、就学前児童

を対象に保育所で休日保育を行うものですが、未実施となっているため、ニーズの動向を

見ながら検討を行います。 

 

    ●一時預かり事業  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       保護者の疾病・入院・災害・事故、育児等に伴う心理的・身体的負担の解消等により緊

急又は一時的に保育が必要となる児童を保育します。 

       今後、利用者ニーズと保育所の施設状況等の調整を図りながら充実・拡大を検討します。

また、就学前教育・保育のあり方の検討により、新しい形態での実施に向けて検討を行い

ます。 

       現状：2 か所（美馬第一保育所、穴吹保育所） 

 

    ●特定保育事業  ＜検討＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       児童の保護者がパートタイム等（1 日当たり概ね 3～8 時間未満の勤務）の理由により、

1 か月当たり 64 時間以上、児童を保育することができないと認められ、かつ、同居して

いる親族等いずれもが保育することができない場合に保育を行うものですが、未実施とな

っているため、ニーズの動向により一時保育との調整を図りながら検討を行います。 

 

    ●幼稚園預かり保育事業   ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       通常の教育時間以降や長期休業期間中などに、保護者の要請に応じて、園児のうち希望

者を対象に教育活動を行います。 

       現在、美馬市全園児を対象に、幼稚園でセンター方式により実施しています。地域の実

態や保護者のニーズに応じた預かり保育の充実を図ります。また、就学前教育・保育のあ

り方の検討により、新しい形態での実施に向けて検討を行います。 

       現状：5 か所（江原南幼稚園・脇町幼稚園・重清東幼稚園・穴吹幼稚園・木屋平幼稚園） 

 

    ●認定こども園  ＜新規＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       就学前教育・保育の多様なニーズに対応するため、幼稚園と保育所相互の連携とそれぞ

れの機能の拡充を図るため、認定こども園の設置を推進します。 

       現状：0 か所 → 目標：6 か所 
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（３）子育て支援ネットワークづくり 

     

 

 

 

 

●子育てガイドブック作成・配布  ＜継続＞ 

    【子どもすこやか課・健康課】 

       子育てサークル等と協働しながら、安心して楽しい子育てができるような子育てガイド

ブックを適宜見直し・情報更新を行い、就学前の子どもを持つすべての家庭に配布します。 

       平成 22 年度新規作成・配布 

 

    ●サークル活動の推進   ＜継続＞ 

                                    【子どもすこやか課】 

       各地域の子育てサークルと情報交換し、子育て家庭のサークル活動へ参加の促進を図る

とともに、子育てサークルの活動に対する支援と新しいサークル設立を検討します。 

 

    ●交流の場づくり  ＜継続＞ 

【子どもすこやか課・健康課】 

       保健師や管理栄養士等による、子育て広場、キッズルーム、育児教室等で子育て相談を

実施し、子育て家庭の交流や子育てサークルづくりを進めます。地域での子育てを支援す

るため、様々な交流を推進するとともに、子育て相談の実施時や、健診・家庭訪問時に交

流の場の情報提供を行います。 

 

    ●広報紙・ホームページによる情報提供  ＜継続＞  

                                        【健康課】 

       広報紙「広報みま」・ホームページにおいて、健診日程などの各種イベント開催予定等

の情報を随時掲載・更新を行います。 

 

 

子育て家庭に対して、きめ細かな子育て支援サービス・保育サービスを効果

的に提供するとともに、サービスの質の向上を図る観点から、地域における子

育て支援サービス等のネットワーク形成の促進や各種支援サービスが使用者に

十分周知されるよう情報提供に努めます。 
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（４）児童の健全育成 

     

 

 

 
 

 

 

●児童館  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的に児童館を

設置し、子育て相談など子育て家庭の支援活動を行います。 

       現状：2 か所（美馬第一児童館、美馬第二児童館） 

 

    ●放課後児童クラブ  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校児童を対象に、児童クラブにおいて放課後の

適切な遊び及び生活の場を与えて、放課後児童の健全育成を推進します。 

       現状：3 か所（脇町児童クラブ、脇町第二児童クラブ、なかよし児童クラブ） 

 

    ●異年齢交流  ＜継続＞ 

                             【子どもすこやか課・教育総務課】 

       幼児が異年齢の子どもや地域の人との交流と様々な体験を通して豊かな心を育み、人と

関わる力の育成を図ります。 

 

    ●放課後子ども教室   ＜継続＞ 

                                      【生涯学習課】 

       保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校児童を対象に、放課後の適切な遊び及び生活

の場を与えて、児童の健全な育成の支援を行います。 

       現状：21 か所（小学校 17 か所、スポーツクラブ 4 か所） 

 

地域社会における児童数の減少は、遊びを通しての仲間関係の形成や児童の

社会性の発達と規範意識の形成に大きな影響があると考えられるため、すべて

の子どもを対象として放課後や週末等に、地域において児童が自主的に参加し、

自由に遊べ学習や地域住民との交流活動等を行うことができる安全・安心な居

場所づくりの推進に努めます。 
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２ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び推進       

（１）子どもや母親の健康の確保 

     

 

 

 

    ●妊婦健康診査  ＜継続＞ 

                                        【健康課】 

       妊婦一般健康診査受診票を 14 枚交付し、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減

を図ります。必要に応じて医療機関と連携を取りながら、個別相談の実施を推進します。 

 

    ●乳幼児健康診査  ＜継続＞ 

                                        【健康課】 

      健康診査及び先天性股関節脱臼検診 

       乳児（1･4･6･10 か月）・1 歳 6 か月児・2 歳 6 か月児・3 歳 6 か月児において健康診査

及び先天性股関節脱臼検診を実施し、受診率の向上を図ります。 

市内保育所等との連携を図り、未受診者へのきめ細やかなフォローを行い、健診時には、

小児期からの生活習慣の改善や、保護者に対してもメンズ・レディ－ス健診の受診勧奨を

図ります。 

 

      フッ素塗布 

       むし歯罹患率の増加防止及び減少につなげるために、歯科衛生士による指導を行うとと

もに、フッ素塗布券を 1 歳 6 か月児・2 歳 6 か月児・3 歳 6 か月児健診時に交付し、利用

の促進に努め、定期的なフッ素塗布を推進します。 

 

 

 

 

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通して母子の健康が確保されるよ

う、母子保健における健康診査、訪問指導、保健指導等の充実を図ります。 
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    ●家庭訪問（妊産婦・新生児・乳幼児）  ＜継続＞ 

                                        【健康課】 

       妊産婦や乳幼児の養育について支援が必要な家庭が増加傾向にあります。それぞれのケ

ースに応じた支援を行うため、家庭訪問の充実に努めます。 

 

    ●離乳食相談  ＜継続＞ 

                                        【健康課】 

       4 か月児・10 か月児の乳児健診や子育て相談等の開催時に、管理栄養士が各々に応じた

離乳食支援を行うと同時に、簡単な調理を中心に離乳食の基本について学べる機会の充実

に努めます。 

 

    ●育児講演会  ＜継続＞ 

                               【子どもすこやか課・健康課】 

       保育所・幼稚園・小学校などの子育て中の保護者を対象に、子どもたちが健全な生活を

営むことができるよう、関係機関と連携を図り、育児講演会の開催を実施します。 

 

    ●予防接種  ＜継続＞ 

                                        【健康課】 

       集団接種(BCG・ポリオ)、個別接種(三種混合・麻疹・風疹・麻しん風しん混合・日本脳

炎・二種混合)を広域医療機関の協力により実施し、接種率の向上を図りながら、未接種者

へのフォローを行います。また、入園、入学時に教育機関と連携し、未接種者への接種勧

奨に努めます。 

 

    ●母子健康手帳交付  ＜継続＞ 

                                        【健康課】 

       医師から妊娠と診断され、妊娠の届出をした方に、母子健康手帳を交付することにより、

妊娠・出産・育児の経過等子どもの健全な発達に結びつくような活用に努めます。 

 

    ●パパママ教室（両親教室）  ＜継続＞ 

                                        【健康課】 

       妊婦とその夫、また妊婦のみの参加を対象として、沐浴実習・歯の講話・お産の準備・

分娩の補助動作・妊娠シミュレーターによる夫の妊婦体験等を実施することにより、両親

で出産・育児に取り組む教室とし、参加者同士の交流の場としての充実を図ります。 
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（２）食育の推進 

     

 

 
 
 

    ●食育活動の推進  ＜継続＞ 

                                  【健康課・教育総務課】 

       食生活は子どもの心身の健康に影響を及ぼすことから、家庭や地域との連携、関係機関

の支援・協力体制の整備に努めるとともに、望ましい食習慣の形成のために食育教室や調

理実習も含めた食育講座を行います。 

 

（３）思春期保健対策の充実 

     

 

 

    ●飲酒・喫煙・薬物乱用防止教育推進  ＜継続＞ 

                                       【生涯学習課】 

       思春期の保健対策の充実が求められていることから、関係機関と連携し、あらゆる機会

を通して啓発に努めます。 

 

（４）小児医療の充実 

     

 

 

●小児救急医療体制  ＜維持＞ 

                                        【健康課】 

       つるぎ町立半田病院、徳島県立三好病院の協力を得ながら、現在の輪番制等の体制を維

持します。 

 

乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着を図り、食を通

じた豊かな人間性の形成や家族関係づくりによる心身の健全な育成に努めま

す。 

生涯にわたる健康な生活基盤を形成できるよう、思春期における正しい保健

意識の普及に努めます。 

医療体制は安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の基盤

となるものであることから、小児医療の充実・確保に努めます。 
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３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備     

（１）子どもの生きる力の育成に向けた教育環境の整備 

     

 

 
 

    ●道徳教育  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       学校や地域の特色を生かした体験的な学習及び地域活動を通して、道徳性・社会性の涵

養に努めます。 

 

    ●総合的な学習  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       総合的な学習の時間を活用し、自ら課題を見つけ、学び、考え、主体的に判断し、より

よく問題を解決する資質や能力を育成するため、自然体験や社会体験等の体験的な学習の

充実に努めます。 

 

    ●文化学習  ＜継続＞  

                                      【教育総務課】 

       地域の人材発掘と協力要請を勧め、本市の優れた文化や歴史にふれる事業を実施するこ

とで、豊かな心や郷土愛精神を育み、文化団体等が実施する各種文化事業への参加を促進

することにより文化活動の活性化を図ります。 

 

    ●宿泊学習  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       市内小学生を対象に野外宿泊体験学習を実施し、集団活動を通して協力することの大切

さを知るとともに集団のルールなどの社会性を養い、ともに生きる心、ともに助け合う心

の育成に努めます。                                     

 

    ●課外活動  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       生徒の豊かな人間形成に資するものとなるよう、文化・体育等の課外活動の費用等を補

助し、広く他校との交流を深めるとともに、積極的な課外活動を推進します。 

次代の担い手である子どもが個性豊かに生きる力を伸長できるよう、学校の

教育環境等の整備に努めます。 
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    ●みまっこ健全育成表彰  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       青少年の健全育成を図るため、教育、文化、体育等の分野において他の模範となる活躍

をした個人又は団体に対して、各学校から推薦を受け表彰します。 

 

●人権交流学習  ＜継続＞ 

                                      【生涯学習課】 

       市内中学生を対象とし、人権問題を深く理解し、解決を図るための人権交流学習を実施

します。 

 

    ●環境学習  ＜継続＞ 

                                      【生涯学習課】 

       自然に対する豊かな感性を育むため、身近な環境や保全への関心を高め、環境と人との

関わり方について考えることを通して、環境を大切にする心の育成に努めます。 

 

（２）次代の親の育成 

 

 

 

 

 

●男女共同参画社会の実現  ＜継続＞ 

                                        【総務課】 

       女性と男性がお互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別に関わりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる社会をめざし、市民・事業所・市民団体・行

政等が一体となって、平成 21 年度に策定した「美馬市男女共同参画基本計画」に基づき、

体系的な施策展開を図ります。 

 

    ●思春期ふれあい体験学習  ＜継続＞ 

                                        【健康課】 

       学校・保護者・健康課が協力し、事前学習として中学校 2 年生を対象に赤ちゃんの発育・

発達についての講話と、赤ちゃん人形を使っての抱き方・オムツ交換の実技や妊婦疑似体

験を実施します。また、乳児健診を利用して乳児とその母親とのふれあいを通して、生命

の尊さや性に関する知識の普及に努めます。 

 

男女が協力して家庭を築くこと及び子どもを生み育てることの意義に関する

教育・広報・啓発の推進のため、関係機関と連携して効果的な取り組みを推進

します。 
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（３）家庭や地域の教育力の向上 

     

 

 

 

    ●総合型地域スポーツクラブ活動  ＜継続＞ 

                                      【体育振興課】 

       誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しめる生涯スポーツ社会実現に

向け、地域特性を生かした活動の展開を推進します。 

       現状：5 団体（うだつコミュニティースポーツクラブ、スポーツクラブ美馬、あなぶき

スポーツクラブ、木屋平スポーツクラブ、ＡＭＥＭＢＯ） 

 

    ●スポーツ少年団活動  ＜継続＞ 

                                      【体育振興課】 

       各種スポーツ活動を通して、子どもたちの健全な心身の育成を図ります。 

 

    ●学校施設・設備の開放  ＜継続＞ 

                                      【体育振興課】 

       地域住民への学校施設の開放を推進し、市民スポーツの振興を図ります。 

 

    ●家庭教育手帳の配布  ＜継続＞ 

                                      【生涯学習課】 

       幼児・児童・生徒の保護者に家庭教育手帳を配布し、男女が協力して家庭を築いていく

ことの大切さや子どもを生み育てるという意識の醸成を図るとともに家庭の教育力の向

上を図ります。 

 

（４）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

     

 

 

 

 

    ●犯罪被害防止対策のための各種広報活動  ＜継続＞ 

                                      【生涯学習課】 

       子どもたちが犯罪に巻き込まれないよう、広報・啓発に努めます。 

地域全体で子どもを育てる観点から、学校・家庭・地域がそれぞれの役割・

責任を自覚し、連携・協力をしながら、社会全体の教育力の向上を推進します。 

近年の急速な社会環境の変化により、子どもを取り巻く環境も大きく変化し

てきていることから、子どもを犯罪等から守るため、有害環境対策を推進しま

す。 
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４ 子育てを支援する生活環境の整備              

（１）安全・安心のまちづくりの推進 

     

 

 

 
 

    ●防犯灯整備  ＜継続＞ 

                                        【建設課】 

       夜間や危険箇所の事故や犯罪の防止のため、地域と連携し、防犯灯の整備など安全や安

心が保てる環境基盤整備を図ります。 

 

    ●交通安全器具等の設置及び修繕  ＜継続＞ 

                                        【建設課】 

       交通安全器具の設置、既存の器具の点検を行い、より環境に配慮した設備等の整備を行

い、安全かつ安心な地域づくりに努めます。 

 

    ●バリアフリー化の促進  ＜継続＞ 

                                   【関係課・教育総務課】 

       公的施設等においてバリアフリー化に努めます。学校施設のバリアフリー化については、

関係者と協議を行い、緊急性の高いものから計画的に推進します。 

 

（２）良好な居住環境の確保 

 

 

 

 

●公営住宅  ＜継続＞ 

                                      【住宅管理課】 

       公営住宅法及び市条例に基づき、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、

市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与し、子育て支援の確保に努めます。 

 

●公園遊具の点検・整備  ＜継続＞  

                                   【子どもすこやか課】 

       公園に設置されている遊具の点検・整備を行い、子どもの安全な遊び場の確保に努めま

す。

子育てをする上で、子どもを取り巻く生活環境は大切であることから、安心

して生活が送れるよう良好な居住環境を提供することにより、子育て支援の充

実を図ります。 

犯罪から子どもを守るため、防犯灯整備等の充実を図るとともに、交通安全

器具等の設置や修繕、バリアフリー化を促進することにより、安全で安心なま

ちづくりを推進します。 
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５ 職業生活と家庭生活との両立の推進             

（１）仕事と子育ての両立のための基盤整備 

     

 

 

 

    ●広報・啓発  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       仕事と子育ての調和の実現に向けた広報・啓発活動を推進します。 

 

 

６ 子ども等の安全の確保                   

（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

     

 

 

    ●交通ルールやマナーの徹底  ＜継続＞ 

                                  【総務課・教育総務課】 

       各学校において、交通安全教室の開催や教員及び保護者による街頭指導を行います。 

 

    ●チャイルドシート使用の徹底  ＜継続＞ 

                                        【総務課】 

       大切なこども達の命と安全を守るため、健康課・保育所・幼稚園・警察署等、関係機関

の協力を得ながらチャイルドシートの正しい着用の徹底を推進します。 

 

 

 

共働きの家庭が増えてきているため、仕事と子育てを両立するためには、夫

婦で協力して子育てをするとともに、就業時間中に必要となる子育て支援サー

ビスの基盤整備の充実を図ります。 

子どもを交通事故から守るため、関係団体等との連携・協力体制の強化を図

り、総合的な交通安全対策を推進します。 
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（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

     

 

 

 

    ●子ども 110 番の家・子ども SOS の家  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       子ども 110 番の家・子ども SOS の家を指定し、各種関係機関等と連携し、地域ぐるみ

で子どもの安全を確保する取り組みを推進します。 

 

    ●子ども緊急通報装置整備  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       すべての小学生が登下校時に防犯ブザーを携帯できるよう整備を図るとともに、点検及

び指導に努めます。 

 

    ●地域見守り活動  ＜継続＞ 

                                       【生涯学習課】 

       スクールガード（リーダー）や補導員、地域の安全を守る会等と連携し、きめ細かい見

守り活動を行います。 

 

（３）被害に遭った子どもの保護の推進 

     

 

 
 

 

    ●教育相談  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       児童、生徒及び保護者からの相談に対応するため、いじめ問題サポートライン、いじめ

対策等対策チーム（MITT）を設置し、相談機能の充実に努めます。また、学校、保護者等

との連携を図り、いじめや不登校の未然防止と早期発見に努めます。 

 

    ●スクールカウンセラー  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       スクールカウンセラーを拠点校に配置し、相談体制の充実を図ります。また、美馬市適

応指導教室を設置し、問題行動の対処に努めます。 

       現状：拠点校 5 校（江原中学校、脇町中学校、岩倉中学校、美馬中学校、穴吹中学校） 

子どもたちが身の危険を感じたときに、すぐに助けを求めることができるよ

う、地域や学校・警察などの関係機関と連携し、犯罪等の被害から子どもたち

を守る取り組みを強化します。 

犯罪、いじめ、虐待等により、被害を受けた子どもの精神的苦痛を軽減する

ため、相談体制を整備するとともに、関係機関と連携し、きめ細かな支援に努

めます。 
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７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進      

（１）児童虐待防止対策の充実 

     

 

 
 

    ●要保護児童対策地域協議会  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       地域全体で児童虐待を防止・発見できるようなネットワークの構築・充実を図るととも

に、個別ケースの解決につながる取り組みを推進します。 

 
 

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 

     

 

 
 

 

    ●児童扶養手当支給  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       父親がいない家庭・父親が一定の障害の状態にある家庭などで、18 歳未満の児童など

を監護又は養育している方に支給します。 

 

    ●母子家庭等医療費助成事業  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       母子家庭に対し、入院医療費の助成をすることにより、母子家庭の保健の向上に寄与し、

福祉の増進を図ります。 

 

    ●母子福祉貸付資金  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       母子家庭の生活の安定と福祉の向上を図るため、貸し付けを行います。 

 

    ●自立支援給付  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       母子家庭の母の自立を支援するため、ひとり親家庭に対する必要な経費の一部助成や資

格取得期間中の一部助成を行います。 

子どもを虐待の被害から守るため、福祉関係者のみならず、医療、教育、警

察等の関係機関を含めた地域全体で情報を共有し、支援体制の充実に努めます。 

ひとり親家庭等の児童の健全な育成を図るため、ひとり親家庭等の現状を把

握しつつ、生活支援、就業支援及び経済的支援を図るとともに、情報提供や相

談体制の充実に努めます。 
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    ●ひとり親家庭に対する相談体制  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       母子家庭等の自立に関する相談内容が複雑化するなか、母子自立支援員を配置し、個々

のケースに応じた相談支援の充実に努めます。 

 
 

（３）障害児施策の充実 

     

 

 

 

    ●育児相談  ＜継続＞ 

                               【子どもすこやか課・健康課】 

       保健所や西部児童相談所、関係機関等と連携しながら保健師や家庭児童相談員が、軽度

発達障害児や障害児の成長及び発達についての相談に応じます。 

 

    ●就学指導、教育相談  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       障害に応じた就学や学習支援の相談に応じるとともに、支援を必要とする子どもについ

て、関係機関の連携を強化し、一人ひとりの子どもの生涯を見通し、社会へつなぐための

継続した教育の推進に努めます。 

 

    ●障害児保育  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       保護者のニーズに合わせて、保育に欠ける障害児を保育所の集団保育が可能な限り、保

育所に受け入れ、健常な児童とともに保育します。入所後に支援の必要性が認められた子

どもに対しては、柔軟に対応します。 

 

    ●特別児童扶養手当支給  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       身体又は精神に障害のある児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わってその

児童を養育している方に手当を支給します。 

 

    ●障害児福祉手当支給  ＜継続＞ 

                                      【障害福祉課】 

       重度障害児がいる世帯の生活水準の向上・介護負担の軽減を促すため、手当を支給しま

す。 

障害のある子どもの健全な発達を支援し、地域で安心して生活ができるよう、

保健、福祉、医療、教育等の関係機関が連携し、総合的な取り組みを推進する

支援体制の整備を図るとともに、「美馬市障害福祉計画」の推進に努めます。 
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８ 子育て世帯への経済的支援                 

（１）経済的支援の充実 

     

 

 

    ●保育料の負担軽減  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       国の徴収基準額に基づきながら、多子軽減措置により負担軽減を図っています。地域の

実情に合わせて見直しの検討を行います。 

 

    ●子ども手当支給  ＜新規＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       中学校修了までの子どもを養育している家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の

健全な育成及び資質の向上に資することを目的として手当を支給します。 

       平成 22 年度からの新規事業 

 

    ●みまっこ医療費助成事業  ＜継続＞ 

                                   【子どもすこやか課】 

       子育て世帯への経済的な支援のため、乳幼児等が小学校修了までの期間において、医療

費の自己負担分の一部を助成します。県費補助対象は小学校 3 年修了までとなっているた

め、補助対象拡大の要請に努めます。 

 

    ●就学援助  ＜継続＞ 

                                      【教育総務課】 

       生活保護では補足できない低所得者に対して学用品費・給食費・医療費等の援助を行い

ます。 

 

 

 

養育費や医療費の負担が高いことが、子育て家庭にとって大きな負担となっ

ていることから、経済的な支援の充実に努めます。 



 

 49 

 

第５章 目標事業量の設定 

 

子育て支援事業は、児童の健全な育成に資するものとして推進に努めることとされ

ています。 

本計画では、計画期間（平成 22 年から平成 26 年）の目標事業量を利用者等のニー

ズ及び現状のサービス基盤を踏まえ、次の通り設定を行いました。 

 

事 業 名 平成 21 年度実績 平成 26 年度目標 

通常保育事業 6 か所 6 か所 

延長保育事業 0 か所 6 か所 

休日保育事業 0 か所 0 か所 

一時預かり事業 2 か所 2 か所 

特定保育事業 0 か所 0 か所 

トワイライトステイ事業 1 か所 1 か所 

ショートステイ事業 2 か所 2 か所 

幼稚園の預かり保育事業 5 か所 5 か所 

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 3 クラブ 3 クラブ 

ファミリー・サポート・センター事業 1 か所 1 か所 

病児・病後児保育事業（病児・病後児対応型） 1 か所 1 か所 

地域子育て支援拠点事業（センター型） 2 か所 6 か所 

 

    ※休日保育、特定保育については、ニーズの動向により検討を行います。 
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●○●参考資料○●○ 

 

美馬市次世代育成支援後期行動計画策定協議会設置要領 

 

 （目的） 

第 1 条 この要領は、次世代育成支援対策推進法に基づく次世代育成支援後期行動計画（以下「後期計

画」という。）の策定のため美馬市次世代育成支援後期行動計画策定協議会（以下「協議会」という。）

を設置することを目的とする。 

 

 （事務） 

第 2 条 協議会は、後期計画の策定について協議及び検討を行う。 

 

 （組織） 

第 3 条 協議会は、15 人以内の委員をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （1）見識を有する者 

 （2）各種団体の代表者 

 （3）学校関係の代表者 

 （4）保護者の代表者 

 

 （任期） 

第 4 条 委員の任期は委嘱の日から平成 22 年 3 月 31 日までとする。 

 

 （会長及び副会長） 

第 5 条 協議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第 6 条 会議は、会長が招集し、議長となる。 

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

4 会長が必要と認めるときは、会議に関係者を出席させることができる。 

 

 （事務局） 

第 7 条 協議会の事務局は、子どもすこやか課に置く。 
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 （その他） 

第 8 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は協議会で別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 21 年 7 月 31 日から施行する。 

 

 

美馬市次世代育成支援後期行動計画策定協議会委員名簿 

区  分 所   属 氏   名 備   考 

西部総合県民局保健福祉環境部長 平
ひら

 田
た

 健
けん

 一
いち

  
県 関 係 

   〃    美馬保健所長 大木元
お お ぎ も と

   繁
しげる

  

美馬市民生委員児童委員協議会長 佐
さ

 藤
とう

 嘉
よし

 男
お

 会 長 

   〃  主任児童委員 藤
ふじ

 本
もと

 眞喜子
ま き こ

  

(社)美馬青年会議所理事長 三
み

 好
よし

   亘
わたる

  
各 種 団 体 

美馬市青年連合会長 端
はば

 本
もと

   豊
ゆたか

  

穴吹保育所長 武
たけ

 田
だ

 みどり  

江原南幼稚園長 青
あお

 木
き

 幸
ゆき

 代
よ

  学 校 関 係 

脇町中学校長 光
みつ

 山
やま

 利
とし

 幸
ゆき

 副会長 

美馬市ＰＴＡ連合会長 三
み

 宅
やけ

    智
さとし

  

なかよし児童クラブ代表 小
こ

 西
にし

   透
とおる

  保護者関係 

自主サークルちびっこ集まれ代表 三
み

 宅
やけ

 桃
もも

 恵
え

  

 

保険福祉部長 逢 坂 章 人  

福祉事務所長 南 後 善二郎  

健康課長 森 本 康 史  

子どもすこやか課長 藤 川 一 郎  

〃    課長補佐 藤 村 孝 志  

事 務 局 

〃    課長補佐 篠 原 孝 志  
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次世代育成支援対策推進法（抜粋） 

第１章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に

かんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の

責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その

他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速

かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成

に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成

しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される

環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の

取組をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという

基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育て

に伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念（次条及び第七条第一項において「基本理念」という。）

にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めな

ければならない。 

 

（事業主の責務） 

第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労

働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことに

より自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成

支援対策に協力しなければならない。 

 

（国民の責務） 

第六条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共

団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。 



 

 53 

 

第２章 行動計画 

 

第１節 行動計画策定指針 

 

第七条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、

次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画並びに第十二条第一項の一般事業

主行動計画及び第十九条第一項の特定事業主行動計画（次項において「市町村行動計画等」という。）

の策定に関する指針（以下「行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。 

２ 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを

定めるものとする。 

 一 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項 

 二 次世代育成支援対策の内容に関する事項 

 三 次条第一項の市町村行動計画において、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四

条第二項に規定する保育の実施の事業、同法第六条の二第二項に規定する放課後児童健全育成事業その

他主務省令で定める次世代育成支援対策に係る次条第二項各号に掲げる事項を定めるに当たって参酌

すべき標準 

 四 その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認

めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するものとする。 

４ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第

一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道府県行動計画に係る部分について、総務大臣に協議しな

ければならない。 

５ 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 
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第２節 市町村行動計画 

 

（市町村行動計画） 

第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年

を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの

心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居

住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画

（以下「市町村行動計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標 

 二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期 

３ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者

その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、

都道府県に提出しなければならない。 

６ 市町村は、毎年少なくとも一回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

７ 市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要がある

と認めるときは、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。 
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